
休暇

育児・介護

共済会への加入

退職金

　・東京都社会福祉協議会従事者共済会　　・福祉医療機構退職金手当共済

健康管理

親睦会

その他

職員やその家族、後援会等のコミュニケーションを図るため、親睦会を設置しています。旅

行、観劇鑑賞、バーベキュー、スポーツ大会等、様々なイベントを通し、普段とは違う場で語

り合い楽しむことで、リフレッシュにもなります。

 福利厚生について

充実した福利厚生

職員一人ひとりがやりがいを持ち、安心して働き続け

られる環境づくりを目指して、多摩養育園では様々な

制度を設けています。

子ども達やご利用者様へ最大限の愛情を注げるよう、しっかりと休みが取れる体制を整備して

います。

　・慶弔休暇（慶弔金及び見舞金有）　　・夏季休暇（5日間）　　・誕生日休暇

　・リフレッシュ休暇　　・産前／産後休暇　　・年末年始休暇

安心して育児、介護に取り組めるよう制度を整備し、職員を応援しています。

　・育児休業／介護休業　　・育児／介護短時間勤務　　・育児のための所定外労働の免除

　・子の看護／家族介護休暇　　・育児／介護のための時間外労働の制限

　・育児／介護に係る深夜業の制限

充実したオフタイムを過ごしていただくため、東京都社会福祉協議会従事者共済会に加入して

います。指定の宿泊施設やレジャー施設で利用料の優待が受けられます。

2つの退職共済に加入し、退職後の生活もサポートしています。

職員の健康管理はもちろんのこと、心のケアも行っています。

　・健康診断　　・感染症予防接種の実施　　・臨床心理士によるカウンセリング

その他の福利厚生としては次のようなものがあります。

　・福利厚生センター（ソウェルクラブ）への加入　　　

　　職員の健康、生活、余暇、啓発などの多様な福利厚生サービスが受けられます。

　・福祉施設従事者相互保険への加入

　　職員が業務上業務外を問わず病気や不慮の事故で死亡したり傷害を受けて入院した場合

　　弔慰金や障害見舞金、入院給付金等保険より支払われた保険金を職員に支給します。

　・制服の貸与　

　　職員の制服は法人より貸与します。

　・宿舎借上げ制度

　　「保育従事者宿舎借上げ支援事業」実施に伴い対象となる職員は、法人の借り上げる宿

　　舎に居住することができます。


